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令 和 ８ 年 第 １ 回 定 例 会

令和７年度補正予算（案）の概要

第１回定例会では、令和８年度への繰越明許費として、戸籍附票へ旧氏及び

旧氏の振り仮名記載に対応するため「戸籍附票・住民基本台帳システム改修事

業費」を計上したほか、地域の看護人材確保のため、小樽看護専門学校の運営

経費の収支不足に対して支援を行う「看護師養成施設運営支援事業費補助金」

などを計上しました。

また、歳入では市税や普通交付税などを増額し、歳出では決算見込み額の精

査により、生活保護の増額や、「生活バス路線運行費補助金」の減額など、所

要の補正を計上しました。

※介護保険事業特別会計は、歳出の同額の増減により補正予算額は生じない。

会  計  名 補正予算額

一 般 会 計 △２５６万５千円  

国民健康保険事業特別会計 １，７４９万２千円  

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 －円  

後期高齢者医療事業特別会計 △３，８５１万６千円  

合     計 △２，３５８万９千円  
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【補正予算の主な内容】

◆一般会計

ＰＣＢ廃棄物処理関係経費              △９４万円

（当初）94 万円 →（補正後）－円

行政情報システム整備事業費（債務負担分）      △４２８万６千円

（当初）3億 2,329 万 1千円 →（補正後）3億 1,900 万 5千円

生活バス路線運行費補助金              △４，５００万円

（当初）7,500 万円 →（補正後）3,000 万円

市内バス路線の収支不足見込額の精査に伴う減

選抜高等学校野球大会出場補助金（北照高校）        ２００万円

選抜高等学校野球大会出場に係る経費に対し支援

［生活保護費］扶助費                 ３，５００万円

（当初）66 億 4,660 万円 →（補正後）66 億 8,160 万円

看護師養成施設運営支援事業費補助金          ５，６５０万円

地域の看護人材確保のため、小樽看護専門学校の運営経費の収支不足に対し支援

交付先：医療法人社団 心優会

資源物分別収集事業費

（※歳入）鉄くず等売払収入              ４，０００万円

鉄くず等売払収入の増

石狩湾新港管理組合負担金       △１，０７９万２千円

（当初）2億 5,011 万 1千円 →（補正後）2億 3,931 万 9千円

負担率 道 4/6、小樽市 1/6、石狩市 1/6

職員給与費              １億３，７９３万７千円

決算見込みの精査に伴う増
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（繰越明許費）

新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費      △５，１５４万円

（繰越明許費 100 万円）

（当初）1億 33 万 2 千円→（補正後）4,879 万 2 千円

新幹線駅舎高架橋の工程スケジュールの変更により、アンカー設置及び

付替市道整備の施工着手が次年度となることによる減

北海道等の関係機関協議に時間を要しているため、用地補償負担金を繰越し

戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費       ３２１万８千円

（繰越明許費 321 万 8千円）

戸籍の附票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するため、

戸籍附票システム及び住民基本台帳システムを改修

国直轄工事費負担金（北副防波堤改良事業費）           ―

（繰越明許費 4,860 万円）

施工スケジュールの変更に伴う負担金の繰越し

色内ふ頭老朽化対策事業費                    ―

（繰越明許費 9,210 万円）

水道局発注工事の年度内工事未了に伴う負担金の繰越し

第３号ふ頭及び周辺再開発事業費（小型船だまり整備事業費）

△２億２，６９０万円

（繰越明許費 4,500 万円）

（当初）2億 7,190 万円→（補正後）4,500 万円

施工スケジュールの変更に伴う負担金の繰越し

（そ の 他）

［歳 入］市税                ５億２，５００万円

普通交付税          ７億５，０９２万６千円

［積 立 金］減債基金積立金            ９，６８５万５千円

寄附及び基金廃止等に伴う積立金    ２，８９５万４千円

まちづくり事業資金基金積立金ほか８件        

［繰 出 金］特別会計への繰出金      △２，３５７万１千円

（増額）国民健康保険事業特別会計

（減額）後期高齢者医療事業特別会計
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◆ 特別会計

◇ 国民健康保険事業特別会計

保険給付費（療養諸費）             ３７３万８千円

国民健康保険事業運営基金積立金      １，３７４万６千円

過年度超過交付額返還金                ８千円

◇ 介護保険事業特別会計

保険給付費（介護サービス等諸費）          △５０万円

保険給付費（その他諸費）              ５０万円

地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業費） △１０万円

地域支援事業費（その他諸費）           １０万円

◇ 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療広域連合納付金       △３，８５１万６千円

上記のほか、

一般会計では道支出金の交付による事業費の財源振替などを予算計上しています。


